
(６)

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号

被
保
険
者
）
の
介
護
保
険
料

の
納
め
方
は
、
納
付
書
に
よ

る
納
付
（
普
通
徴
収
）
と
、

年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
さ
れ
る
２
つ
の
種
類
に

分
か
れ
ま
す
。

ど
ち
ら
の
納
め
方
に
な
る

か
は
、
老
齢
・
退
職（
基
礎
）

年
金
の
受
給
額
な
ど
で
決
ま

り
ま
す
。
町
民
の
皆
さ
ん
が
、

地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
た

め
に
、
介
護
保
険
料
の
納
付

に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

対
象
者
は
、

①
老
齢
・
退
職
（
基
礎
）
年

金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円

（
月
額
１
万
５
千
円
）
未
満

の
人

②
老
齢
福
祉
年
金
、
障
害
年

金
、
遺
族
年
金
の
み
受
給
し

て
い
る
人
（
10
月
か
ら
障
害

年
金
、
遺
族
年
金
が
特
別
徴

収
の
対
象
に
な
り
ま
す
）

③
年
度
の
途
中
で
転
入
さ
れ

た
人
や
65
歳
に
な
っ
た
人
、所

得
段
階
が
変
更
に
な
っ
た
人

普
通
徴
収
は
、
町
が
６
月

中
頃
に
送
付
し
ま
す
納
付
書

に
よ
り
１
年
分
の
保
険
料
を

６
月
か
ら
11
月
ま
で
の
６
期

に
分
け
て
、
納
期
ご
と
に
役

場
・
出
張
所
の
窓
口
や
指
定

の
金
融
機
関
で
納
め
て
い
た

だ
く
か
、
口
座
振
替
で
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、
12
月
以
降
に
③
の

対
象
者
に
な
ら
れ
た
人
に
は
、

随
時
納
付
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
特
別
徴
収
に
切
替
え

ら
れ
る
ま
で
普
通
徴
収
で
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
時
間
な
く
て
」「
つ
い

忘
れ
て
…
」
そ
ん
な
人
に
お

す
す
め
な
の
が
口
座
振
替
で

す
。
保
険
料
は
、
金
融
機
関

な
ど
か
ら
自
動
的
に
振
り
替

え
ら
れ
る
た
め
、
納
め
に
行

く
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ

も
な
く
な
り
ま
す
。

手
続
き
は
、
指
定
の
金
融

機
関
な
ど
に
通
帳
届
出
印
、

通
帳
を
持
参
し
て
窓
口
で
申

し
込
み
下
さ
い
。

対
象
者
は
、
老
齢
・
退
職

（
基
礎
）
年
金
の
受
給
額
が

年
額
18
万
円
（
月
額
１
万
５

千
円
）
以
上
の
人
。

納
め
方
は
、
偶
数
月
に
支

払
わ
れ
る
年
金
か
ら
２
カ
月

分
の
介
護
保
険
料
が
あ
ら
か

じ
め
天
引
き
さ
れ
ま
す
。（
老

齢
福
祉
年
金
、
障
害
年
金
、

遺
族
年
金
は
特
別
徴
収
の
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
10
月

か
ら
障
害
年
金
、
遺
族
年
金

が
対
象
に
な
り
ま
す
。）

保
険
料
は
、
次
の
表
の
と

お
り
４
月
・
６
月
・
８
月
が

仮
徴
収
と
し
て
納
め
て
い
た

だ
き
、
10
月
・
12
月
・
２
月

の
本
徴
収
で
は
年
額
保
険
料

か
ら
仮
徴
収
分
を
差
し
引
い

た
残
額
を
３
回
で
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

こ
の
た
め
、
保
険
料
改
定

や
所
得
段
階
の
変
更
等
に
よ

り
年
額
保
険
料
が
変
動
す
る

と
、
仮
徴
収
期
間
の
保
険
料

に
比
べ
て
、
本
徴
収
期
間
の

保
険
料
が
大
幅
に
上
が
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。「
納
付
通

知
書
」
の
期
別
保
険
料
を
ご

確
認
下
さ
い
。

年
金
の
現
況
届
を
出
さ
な

い
と
年
金
が
支
給
停
止
に
な

り
、
保
険
料
が
天
引
き
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

提
出
し
ま
し
ょ
う
。


